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【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年8月21日(2009.8.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する、無線ネットワーク上の少なくとも１つのサーバーから無線装置に供給
されるアプリケーションとサービスのための契約を自動的に作成するためのシステム：
　無線ネットワークを介して、他のコンピューター装置と選択的に通信する１つ以上の無
線装置、各無線装置は、ソフトウエアアプリケーションを選択的にダウンロードして実行
可能であり、エンドユーザーによりアクセス可能なコンピュータープラットフォームと、
前記エンドユーザーとを含み、前記無線装置は、さらに、前記無線ネットワークにアクセ
スするための契約者を有する；および
　前記無線ネットワークを介して前記１つ以上の無線装置と選択的に通信する少なくとも
１つのサーバー、前記少なくとも１つのサーバーは、前記無線ネットワークを介して前記
無線装置のエンドユーザーの要求に応じて前記１つ以上の無線装置と選択的に相互作用し
、前記無線ネットワークを介した前記少なくとも１つのサーバーとのエンドユーザーの相
互作用は、アプリケーションまたはサービスの契約を生じ、そのような契約は、アプリケ
ーションまたはサービスへの連続したアクセスに対して前記無線装置契約者による定期的
支払いを要求する。
【請求項２】
　無線装置ごとの前記契約は、前記少なくとも１つのサーバーにおいて契約データに集め
られる、請求項１のシステム。
【請求項３】
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　前記契約データは、前記無線ネットワークを介して別のコンピューター装置に送信され
る、請求項１のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのサーバーは、さらに、前記１つ以上の無線装置の契約に対する請
求書を定期的に発生する、請求項１のシステム。
【請求項５】
　前記発生された請求書は、前記少なくとも１つのサーバーから前記無線ネットワーク上
の別のコンピューター装置に送信される、請求項４のシステム。
【請求項６】
　前記契約は、前記少なくとも１つのサーバーから前記無線装置コンピュータープラット
フォームへのアプリケーションのダウンロード時に生じる、請求項１のシステム。
【請求項７】
　前記契約は、前記少なくとも１つのサーバー上に存在するアプリケーションの実行時に
生じる、請求項１のシステム。
【請求項８】
　前記契約は、前記無線ネットワーク上の別のコンピューター装置上に存在するアプリケ
ーションへの前記無線装置のアクセス時に生じ、前記少なくとも１つのサーバーはそのよ
うなアクセスを記録する、請求項１のシステム。
【請求項９】
　前記サーバーは、さらに、前記１つ以上の無線装置の契約終了イベントを探知する、請
求項１のシステム。
【請求項１０】
　前記契約終了イベントは、前記エンドユーザーが契約を終了することを要求したことを
前記無線装置が示すことである、請求項１のシステム。
【請求項１１】
　前記契約終了イベントは、前記無線装置が契約したアプリケーションを削除することで
あり、前記無線装置は、前記少なくとも１つのサーバーにそのようなアプリケーション削
除を通知する、請求項１のシステム。
【請求項１２】
　下記を具備する、無線ネットワーク上の少なくとも１つのサーバーから無線装置に供給
されるアプリケーションおよびサービスのための契約を自動的に作成するためのシステム
：
　無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と選択的に通信し、さらに、ソフト
ウェアアプリケーションを選択的にダウンロードし実行する無線通信手段、前記無線通信
手段は、さらに前記無線ネットワークにアクセスするための契約者を有する；および
　前記無線ネットワークを介して、コンピューター装置との無線通信手段の相互作用を監
視する契約監視手段、そのような相互作用は、アプリケーションまたはサービスの契約を
生じ、そのような契約は、前記アプリケーションまたはサービスへの連続したアクセスに
対して前記無線通信手段契約者による定期的支払いを要求する。
【請求項１３】
　無線ネットワークを介して１つ以上の無線装置と選択的に相互作用するサーバーであっ
て、各無線装置は、ソフトウェアアプリケーションを選択的にダウンロードし実行するこ
とができ、エンドユーザによりアクセス可能なコンピュータープラットフォームと、前記
エンドユーザとを含み、前記無線装置は、前記無線ネットワークにアクセスする契約者を
有し、前記サーバーは、無線ネットワークを介して前記無線装置に供給されるアプリケー
ションおよびサービスのための契約を自動的に作成し、前記契約は、前記無線ネットワー
クを介したコンピューター装置とエンドユーザとの相互作用により生じ、そのような契約
は、前記アプリケーションまたはサービスへの連続したアクセスに対して前記無線装置に
よる定期的支払いを必要とする、サーバー。
【請求項１４】
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　各無線装置ごとの契約は、前記サーバーにおいて契約データに集められる、請求項１３
のサーバー。
【請求項１５】
　前記契約データは、無線ネットワークを介して別のコンピューター装置に送信される、
請求項１３のサーバー。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのサーバーは、さらに前記１つ以上の無線装置の前記契約に対する
請求書を定期的に発生する、請求項１３のサーバー。
【請求項１７】
　前記サーバーの契約は、前記サーバーから前記無線装置コンピュータープラットフォー
ムへのダウンロード時に生じる、請求項１３のサーバー。
【請求項１８】
　前記契約は、前記サーバー上に常駐するアプリケーションの実行時に生じる、請求項１
３のサーバー。
【請求項１９】
　前記契約は、前記無線ネットワーク上の別のコンピューター装置上に常駐するアプリケ
ーションへの前記無線装置のアクセス時に生じ、前記サーバーはそのようなアクセスを記
録する、請求項１３のサーバー。
【請求項２０】
　前記サーバーは、前記１つ以上の無線装置の契約終了イベントをさらに探知する、請求
項１３のサーバー。
【請求項２１】
　前記契約終了イベントは、前記エンドユーザーが前記契約を終了するように要求したこ
とを前記無線装置が示すことである、請求項２０のサーバー。
【請求項２２】
　前記サーバーは、契約されたアプリケーションを削除したという無線装置からの通知を
受信し、それにより契約終了イベントを生じさせる、請求項２０のサーバー。
【請求項２３】
　下記を具備する、無線ネットワーク上のコンピューター装置から無線装置に供給される
アプリケーションおよびサービスのための契約を自動的に作成するための方法：
　無線装置とサーバーとの間におけるエンドユーザーの相互作用から、アプリケーション
とサービスの契約を生じさせる、前記無線装置は、無線ネットワークを介して他のコンピ
ューター装置と選択的に通信し、ソフトウェアアプリケーションを選択的にダウンロード
して実行し、前記エンドユーザーによりアクセス可能なコンピュータープラットフォーム
を含む；および
　サーバーにおいて、無線装置のための前記契約を記録する、そのような契約は、前記ア
プリケーションまたはサービスへの連続したアクセスに対して前記無線装置契約者による
定期的支払いを要求する。
【請求項２４】
　無線ネットワーク上の別のコンピューター装置に前記記録された契約を送信するステッ
プをさらに具備する、請求項２３の方法。
【請求項２５】
　前記記録された契約に基づいて無線装置のための請求書を前記サーバーにおいて発生す
るステップをさらに具備する、請求項２３の方法。
【請求項２６】
　前記請求書を前記サーバーから前記無線ネットワーク上の別のコンピューター装置に送
信するステップをさらに具備する、請求項２５の方法。
【請求項２７】
　前記契約を生じさせるステップは、前記無線ネットワーク上のコンピューター装置から
前記無線装置コンピュータープラットフォームにアプリケーションをダウンロードするこ
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とを介して契約を生じさせる、請求項２３の方法。
【請求項２８】
　前記契約を生じさせるステップは、前記無線装置上のアプリケーションの実行を介して
契約を生じさせる、請求項２３の方法。
【請求項２９】
　前記無線装置の契約終了イベントを探知するステップをさらに具備する、請求項２３の
方法。
【請求項３０】
　前記契約終了イベントを検知するステップは、前記エンドユーザが前記契約を終了する
ように要求したことを前記無線装置が示していることを探知することである、請求項２９
の方法。
【請求項３１】
　前記契約終了イベントを探知するステップは、契約したアプリケーションを無線装置が
削除することを探知することである、請求項３０の方法。
【請求項３２】
　前記無線装置が、前記サーバーに、契約したアプリケーションの削除を通知するステッ
プをさらに具備する、請求項３１の方法。
【請求項３３】
　下記を具備する、無線ネットワーク上のコンピューター装置から無線装置に供給される
アプリケーションおよびサービスための契約を自動的に作成する方法：
　前記無線装置から前記無線ネットワーク上のサーバーへの前記無線装置エンドユーザー
相互作用から生じるアプリケーションおよびサービスの無線装置契約者による契約を生じ
させる契約者発生ステップ、そのような契約は、前記アプリケーションまたはサービスへ
の連続的なアクセスに対して前記無線装置契約者による定期的支払いを要求する；および
　前記無線ネットワーク上の１つ以上のサーバーにおいて、前記無線装置のための前記契
約の記録ステップ。
【請求項３４】
　無線ネットワーク上のコンピューター装置により実行されると、前記コンピューター装
置は、選択的にアプリケーションとサービスを無線ネットワーク上の無線装置に供給し、
前記コンピューター装置に下記のステップを実行するように命令するコンピュータープロ
グラム：
　無線装置からコンピューター装置への無線装置エンドユーザー相互作用からアプリケー
ションとサービスの契約を生じさせる、前記無線装置は、無線ネットワークを介して他の
コンピューター装置と選択的に通信し、ソフトウェアアプリケーションを選択的にダウン
ロードし実行し、前記エンドユーザーによりアクセス可能なコンピュータープラットフォ
ームを含む；および
前記コンピューター装置において、前記無線装置のための前記契約を記録する、そのよう
な契約は、前記アプリケーションまたはサービスへの連続したアクセスに対して前記無線
装置契約者による定期的支払いを要求する。
【請求項３５】
　前記記録された契約を前記無線ネットワーク上の別のコンピューター装置に送信するス
テップを実行するように前記コンピューター装置にさらに命令する、請求項３４のプログ
ラム。
【請求項３６】
　前記記録された契約に基づいて無線装置のための請求書を発生するステップを実行する
ように前記コンピューター装置にさらに命令する、請求項３４のプログラム。
【請求項３７】
　前記請求書を前記無線ネットワーク上の別のコンピューター装置に送信するステップを
実行するように前記コンピューター装置にさらに命令する、請求項３６のプログラム。
【請求項３８】
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　プログラムは、契約を生じさせるステップに、コンピューター装置から無線装置コンピ
ュータープラットフォームへのアプリケーションのダウンロードを介して契約を生じさせ
るように命令する、請求項３４のプログラム。
【請求項３９】
　前記無線装置の契約終了イベントを探知するステップを実行するように前記コンピュー
ター装置にさらに命令する、請求項２３のプログラム。
【請求項４０】
　前記プログラムは、前記契約終了イベントを探知するステップに、前記エンドユーザー
が前記契約を終了するように要求したことを示す無線装置の表示を探知するように命令す
る、請求項３９のプログラム。
【請求項４１】
　前記プログラムは、前記契約終了イベントを探知するステップに、前記無線装置が契約
されたアプリケーションを削除したことを示す無線装置からの通知を探知するように命令
する、請求項４０のプログラム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【書類名】明細書
【発明の名称】無線装置に供給されるアプリケーションおよびサービスのための自動契約
システム
【技術分野】
　【０００１】
　この発明は、一般に無線通信とコンピューターネットワークに関する。より具体的には
、この発明は、無線装置の自動契約、およびネットワーク通信事業者および第三者により
無線装置サービス契約者に供給されるサービスに対するエンド・ツー・エンドの課金機構
をサポートするためのインフラストラクチャを供給するためのシステムおよび方法に関す
る。
【背景技術】
　【０００２】
　携帯電話のような無線装置は、無線ネットワークを介して音声およびデータを含むパケ
ットを通信する。セルラー電気通信システムのような既存の無線電気通信システムにおい
て、無線サービスプロバイダーまたは通信事業者は、契約者の無線装置がセルラーネット
ワークにアクセスする時間に対してプロバイダーに支払う無線サービス契約者を有する。
料金は、電気通信装置の初期起動に対して契約者に典型的に課金され、進行中の通信時間
および装置の使用に対して課金されることができる。しかしながら、既存のシステムは、
通信時間の使用を越えた電気通信装置における他の活動に対しては考慮していない。
　【０００３】
　さらに、無線装置の契約者がソフトウェアアプリケーションをダウンロードして使用す
ることを望んだり、電気通信装置の機能性をアップグレードすることを望むなら、ユーザ
ーは典型的にサービスプロバイダーに電話をかけたりまたは別個のインターネットアクセ
スのような他の電子手段を介してサービスプロバイダーとコンタクトをとるであろう。い
くつかのインスタンスにおいて、サービスプロバイダーは、無線ネットワークを介して（
１回限りのダイレクトアクセスダウンロードを介して)無線装置にアプリケーションを送
信することができる。または、サービスプロバイダーは、ユーザーが無線ネットワークを
介して無線装置でネットワークサイトをアクセス可能にすることができる。そのようなサ
イトにおいて、アプリケーションは、契約者にダウンロード可能であるかまたはアクセス
可能である。そうでなければ、プロバイダーのサービス係りは、ソフトウェアをインスト
ールするかあるいは該ソフトウエアのコンポーネントをアップグレードするために電気通
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信デバイスに、物理的にアクセスしなければならない。
　【０００４】
　さらに、コンピューター技術の急激な増加は、ソフトウェアアプリケーションの開発を
より簡単に、より安価にした。コンピュータープログラマーは、容易にパーソナルコンピ
ューター上でビデオゲームあるいはユーティリィティアプリケーションを開発することが
できる。また、プログラマーは、無線ハンドセットを含む異なるコンピューターハードウ
ェアプラットホーム上で実行するようにゲームを調整することができる。しかしながら、
個々のアプリケーション開発者は、製品を開発し市場で販売することの困難性、特に無線
装置上で実行可能なアプリケーションに対して困難性に遭遇する。開発者は、最初にアプ
リケーションの完全版を作成し、次に、なんらかの収入を引き出すためにそれを通信事業
者に販売しなければならない。従って、無線装置市場のためにアプリケーションを作成す
ることは開発者にとって、収益の保証のない大きな投資である。
　【０００５】
　無線通信事業者はユーザーのためのアプリケーションを開発するために独立した開発者
を頼りにしても良いが、この処置は、通信事業者に対して新しい問題を引き起こすだろう
。今日、通信事業者は、多くの開発者を雇う代わりに、これらの独立した開発者によって
開発された製品の使用を追跡する必要がありそれに応じて開発者に支払う必要がある。こ
れは、それ自体非常に大きな仕事であり得る。
　【０００６】
　従って、通信事業者のためのエンド・ツー・エンドの課金を取り扱うシステムおよび方
法を提供することは利点があるであろう。そのようなシステムは無線サービスプロバイダ
ーが単純な通信時間を越えて契約者に付加価値商品およびサービスを供給可能にするとと
もに、アプリケーション開発者が自分たちの製品に対して報酬を受け取ることができるよ
うにしなければならない。従って、この発明は、主として無線装置契約者のための契約課
金を自動的に管理するためのそのようなシステムおよび方法に向けられている。
【発明の概要】
　この発明は、無線装置のエンドユーザーと、コンピュータ装置との相互作用期間中に、
無線ネットワーク上の他のコンピューター装置から無線装置に供給されるアプリケーショ
ンおよびサービスのためのアプリケーションまたはサービスの契約料金プランを自動的に
管理するシステム、方法、およびコンピュータープログラムを開示する。アプリケーショ
ンまたは契約が有効にされると、契約は、アプリケーションまたはサービスを引き続きア
クセスするために無線装置の通信事業者のサービスの契約者（ネットワーク上で相互作用
する無線装置のエンドユーザーである必要はない)による（月１回のような)定期的な支払
いを必要とする。無線装置のエンドユーザと、アプリケーションダウンロードサーバーの
ような他のコンピューター装置との相互作用は、相互作用がアプリケーションまたはサー
ビス契約データを記録するのと同じサーバーとの相互作用の場合には、直接に、またはエ
ンドユーザーが他のコンピューター装置からアプリケーションまたはサービスを得るとき
には、無線ネットワークを介して、監視される。アプリケーションまたはサービス契約は
、契約（複数の場合もある）の無線装置契約に直接課金されることができるか、または契
約者に課金するために通信事業者または他のエンティティに請求書を送ることができる。
一実施形態において、システムは、無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と
選択的に通信する１つ以上の無線装置を含む。ここにおいて、各無線装置は、エンドユー
ザーを有するとともに、アプリケーションを選択的にダウンロードして実行することがで
きる、エンドユーザーによりアクセス可能なコンピュータープラットフォームを有する。
少なくとも１つのサーバーは、無線ネットワークを介して１つ以上の無線装置と選択的に
通信し相互作用する。そのような相互作用は、典型的に、該サーバーを用いてダウンロー
ドするためにまたは該サーバーと相互作用するために無線ネットワークを介した無線装置
のエンドユーザーの要求に応じて生じる。無線ネットワークを介した少なくとも１つのサ
ーバーとエンドユーザーとの相互作用によって、アプリケーションまたはサービスの契約
が生じる。該契約は、同じサーバーで、または無線ネットワーク上のいくつかのコンピュ
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ーター装置の相互作用を介して、記録され課金されることができる。
　【０００７】
　無線ネットワーク上のコンピューター装置から無線装置に供給されるアプリケーション
およびサービスの契約料金プランを管理するための方法は、特に、アプリケーションおよ
びサービスの契約が無線装置とサーバーとの間のエンドユーザーの相互作用から生じさせ
るステップと、無線装置の契約をサーバーで記録するステップを含む。この方法は、また
、無線装置の通信事業者のサービスの契約者に課金するステップと、自動的に契約を中止
するために無線装置による契約の削除を追跡するステップを含むことができる。
　【０００８】
　従って、このシステムと方法は、アプリケーションとサービスを提供するために必要な
インフラストラクチャを構築する必要なしに、アプリケーションとサービスを無線サービ
ス契約者に供給する個々の開発者からの付加価値サービスを無線電気通信事業者が提供可
能にする。システムは、通信事業者自身、通信事業者の契約者に対してインボイスを発生
することによりさらなるサポートを提供することができ、アプリケーションおよびサービ
スのプロバイダーに対して契約に対する支払いをすることができるが、一実施形態では、
システムは単に課金および徴収のために契約記録を通信事業者に送る。従って、システム
のユーザーは、無線装置に対する第三者のアプリケーションおよびサービスをサポートす
る際に課金サーバー(billing server)（複数の場合もある）の制御および責務の度合いを
調整することができる。
　【０００９】
　この発明の他の目的、利点、および特徴は、以下に述べる図面の簡単な説明、発明の詳
細な記載およびクレームを精査した後でより明白になるであろう。
【発明を実施するための形態】
　【００１０】
　この記載において、「通信装置」、「無線装置」、「手持ち式の携帯電話」、および「
ハンドセット」という用語は、互換性をもって使用される。「サーバー」および「エンド
・ツー・エンド課金システム」という用語は互換性をもって使用される。ここに使用され
る「アプリケーション」という用語は、実行可能および非実行可能なソフトウエアファイ
ル、生データ、総計値、パッチ、および他のコードセグメントを包含することを意図して
いる。「無線装置のサービス契約者」は、ネットワーク通信時間、すなわち、無線装置か
らの音声およびデータ呼に対して、通信事業者に支払う、通信事業者のサービスの顧客で
ある。「アプリケーションまたはサービス契約」は、典型的に定期的に、例えば毎月課金
される、アプリケーションダウンロードサーバーのようなネットワーク上の他のコンピュ
ーター装置から無線装置のエンドユーザーによって購入される付加価値サービスまたはア
プリケーションである。「付加価値契約者」は、付加価値サービスに契約し、契約した付
加価値サービスをアクセスするとき自動契約を起動する必要のない当事者である。したが
って、いくつかのインスタンスにおいて、購入するエンドユーザーは、無線装置契約者と
同じ人物でないかもしれない。一例は、実際に無線装置サービス契約者である親の無線装
置を使用する子供のエンドユーザーである。さらに、いくつかの図面において類似した数
字が類似のエレメントを指す。第三世代（３Ｇ）無線通信技術の到来により、より多くの
帯域幅が無線通信のために利用可能になり、増強された能力を有した携帯電話、ページャ
ー、携帯情報端末（ＰＤＡｓ）のようなハンドセットおよび無線電気通信装置が利用可能
になった。今日、ユーザーは、他の当事者との音声通信を維持するために使用することに
加えて、天候をチェックし、電子メールを受け取り、ページングメッセージを受け取り、
インターネットをあちこち移動し、無線ハンドセットを介して遠隔相手と対話型ゲームを
プレイすることができる。同時に、コンピューター技術の発達によって、デジタルメディ
アを開発してそれを無線装置に配信することが容易かつ安価になった。ダウンロード可能
なアプリケーションのような、さらに付加価値の高いサービスを提供することによって、
無線サービスプロバイダーまたは通信事業者に収益をもたらすことができ、さらなる利益
を得るための１つの方法は、独立したアプリケーション開発者に支援を提供することであ
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る。それゆえ、この発明は、以下にさらに記載されるように、ネットワーク通信事業者の
エンドユーザーにアプリケーションを提供する第三者の独立したアプリケーションプロバ
イダーに対して課金サポートを提供する。
　【００１１】
　図１は、この発明に従って使用される通信ネットワーク１００を描く。通信ネットワー
ク１００は無線通信ネットワーク、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１１０およびインターネ
ット１２０を含む。無線通信ネットワークは、各々が、基地局（ＢＳ）１０４、および通
信装置１０６を有したサービングユーザー(serving user)と接続される１つ以上の通信タ
ワー１０２を含む。通信装置１０６は、無線およびセルラ電気通信ネットワークを使用す
る、携帯電話、ページャー、携帯情報端末（ＰＤＡｓ）、ラップトップコンピューター、
または他のハンドヘルドの、固定の、またはポータブルの通信装置である得る。各ユーザ
ーにより入力されるコマンドおよびデータはデジタルデータとして通信タワー１２０に送
信される。通信装置１０６を使用するユーザーと、通信タワー１０２との間の通信は、符
号分割多元接続(ＣＤＭＡ）、時分割多元接続(ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）、移動体通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）、または無線通信ネットワーク
またはデータ通信ネットワークにおいて使用されてもよい他のプロトコルのような異なる
技術に基づくことができる。各ユーザーからのデータは、通信タワー１０２から基地局（
ＢＳ）１０４に送信され、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１１０に接続されてもよい、モバ
イルスイッチングセンタ（ＭＳＣ）１０８に送られる。
　【００１２】
　ＰＳＴＮ１１０はＭＳＣ１０８を介して、インターネット１２０および無線通信ネット
ワークに接続される。ＰＳＴＮ１１０は、ダイアルアップサービスを介してコンピュータ
ー１１６を使用してインターネットにアクセスするユーザーをサポートする。ユーザーは
コンピューター１１６を利用し、電話線１１８を介してダイアルし、インターネットサー
ビスプロバイダー（ＩＳＰ）１２２にアクセスする。ＩＳＰ１２２は、コンピューター１
１６のユーザーとインターネット１２０との間の接続を提供する。コンピューター１１４
のユーザーは、さらに、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、Ｔ１接続および同種のような高速
データ接続を介してＩＳＰ１２２に直接アクセスしてもよい。インターネット１２０は高
速データネットワークである。ユーザーは、インターネット１２０上のハブに接続するこ
とにより、インターネットに直接アクセスしてもよいし、またはインターネット１２０に
接続されたＩＳＰ１２２を介してアクセスしてもよい。課金サーバー１１２は、インター
ネット１２０、ＭＳＣ１０８、またはＰＳＴＮ１１０に接続されていてもよい。望ましく
は、課金サーバー１１２は、ＭＳＣ１０８に直接接続される。サーバー１１２は、無線装
置１０６へのアクセスを必ずしも必要としないが、もっぱらネットワーク上に常駐するこ
とができ、サーバーからのファイルレベルのインターフェースは装置へのダウンロードイ
ベントを収集して課金可能な使用記録に変換することができる。
　【００１３】
　図２は、無線装置１０６によってアクセスされたアプリケーションおよびサービスの自
動契約を生じる、無線装置１０６によるアクセスに利用可能な仮想市場におけるデータフ
ローを描くインターフェースアーキテクチャ２００である。この出願の自動契約システム
は、一実施形態に従う仮想市場のサブシステムであってもよいし、他の実施形態に従う仮
想市場に課金サービスを提供する独立したシステムであってもよい。一般的にコンピュー
ター１１４または１１６にアクセスする独立した開発者２０２は、開発者エクストラネッ
トとしても知られているインターフェース２０４を介して、課金サーバー、アプリケーシ
ョンダウンロードサーバー、または無線ネットワーク上の任意のコンピューター装置上に
常駐することができる仮想市場に自分の製品を提出することができる。したがって、本明
細書にさらに定義されるように、１つのサーバーは、仮想市場全体に売却代金の完全な課
金および収集を供給することができ、または、課金は、定格課金記録を作成し契約課金サ
ービスを処理するための市場へのインターフェースを備えた、仮想市場から独立したシス
テムであり得る。また、開発者２０２は、開発者エクストラネット２０４を介して自己の
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製品を提出してもよく、開発者エクストラネット２０４が製品を仮想市場２０６に送って
もよく、または、開発者は製品を仮想市場２０６に直接提出することができる。開発者が
通信事業者なら、アプリケーションは、通信事業者エクストラネットを介して提出される
。インターフェース２０４は、サーバー、またはサーバー上のファイル転送プロトコル（
ＦＴＰ）準拠ポート、または他のデータ相互接続と通信するウエブサイトであってもよい
。通信事業者エクストラネット２０８は通信事業者のプライベートネットワークへのイン
ターフェースであってもよい。開発者エクストラネット２０４および通信事業者エクスト
ラネット２０８は、仮想市場２０６をイネーブルにする共通のサーバー１１２またはデー
タベースに典型的にインターフェースすることに留意する必要がある。ある共通の接続性
なしに、開発者エクストラネットと通信事業者エクストラネットとの間の相互作用をイネ
ーブルにするために、両者がプライベートネットワーク上でホストになることができない
(cannot be hosted)ならば、インターネットを介してサーバー１１２または共通のデータ
ベースにインターフェースする両方のエクストラネットを介してネゴシエーション(negot
iation)を生じることができる。
　【００１４】
　一実施形態において、開発者２０２が、ソフトウェアアプリケーションのような自己の
製品を仮想市場に提出することが可能になる前に、開発者２０２は製品が仮想市場２０６
によって確立された基準に準拠することを証明しなければならない。仮想市場２０６は、
自己の製品を仮想市場に提出することを望む開発者が順守しなければならない環境のため
の基準のセットを発行する。製品を標準化することにより、仮想市場の環境をサポートす
る製品が、ユーザーのハンドセット上で問題なく実行することができることを保証する。
そのような環境の１つの例は、クァルコム株式会社によって開発された無線のためのバイ
ナリランタイム環境（ＢＲＥＷ（登録商標））およびＢＲＥＷ分散システム（ＢＤＳ）で
ある。また、製品は、第三者の試験機関により適合性試験を必要とするかもしれない。
　【００１５】
　開発者２０２が製品を提出した後、開発者エクストラネットは開発者２０２と通信事業
者の間の製品の価格の交渉を可能にする。その交渉は、開発者エクストラネット(２０４)
を用いて仮想市場２０６内で、通信事業者(複数の場合もある)、他の第三者、および開発
者２０２との間で直接行ってもよいし、または通信事業者エクストラネット２０８を用い
て通信事業者(２１２)を介して行なってもよい。したがって、開発者２０２は、アプリケ
ーションとサービスを通信事業者の顧客に配信するために、他の開発者、および通信事業
者と交渉することができる。交渉の後、仮想市場２０６は、開発者２０２と通信事業者２
１２との間のアプリケーション価格プランに対する協定を維持する。交渉がスタートする
前に、製品は創作者である開発者に関連づけることができる。
　【００１６】
　製品が製品カタログに含まれ、通信装置１０６のユーザー２１０に利用可能になった後
、無線装置のエンドユーザー２１０は、通信事業者を介して無線電気通信サービスをアク
セスし、通信事業者２１２から製品カタログを受信する。エンドユーザー２１０は製品カ
タログを見て、製品カタログから製品を選択することができる。「選択」というステップ
は、アプリケーションダウンロード、メニュー表示、データ転送、診断ツールまたは、無
線装置１０６と課金サーバー１１２、または他の通信装置との間の任意の他のコンピュー
ター相互作用であり得る。
　【００１７】
　選択は、ユーザー無線装置１０６から通信事業者２１２に送信され、通信事業者は、サ
ーバー１１２に送り、サーバー１１２は、この構成においてはアプリケーションダウンロ
ードサーバーとして動作する。サーバー１１２は選択をチェックし、製品を無線装置にダ
ウンロードする。アプリケーションは通信事業者２１２を介してエンドユーザーの無線装
置１０６に発送される。アプリケーションを受信した後、エンドユーザー２１０は、エン
ドユーザーの無線装置１０６上でアプリケーションを活性化することができる。ある製品
の場合、サーバー１１２は、製品全体をユーザー装置１０６に発送する必要はなく、製品
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のユーザーインターフェース部分のみの場合がある。ユーザーインターフェースはユーザ
ーの無線装置１０６を介してエンドユーザー２１０と相互作用し、情報を、アプリケーシ
ョンが実行されているサーバー１１２に返送する。他の実施形態では、アプリケーション
は無線装置上で実行されるか、またはアプリケーションが第三者のサーバーからサービス
／コンテンツをアクセスし、サーバー１１２上で実行されないことに留意する必要がある
。
　【００１８】
　図３は無線装置１０６におけるエンドユーザープロセス３００を図解する。無線装置１
０６の電源が入れられ通信事業者と通信しているとき、無線装置１０６は、ステップ３０
２に示すようにユーザーに入手可能な製品およびサービスのカタログを受信し、ステップ
３０４に示すように該カタログを無線装置の表示スクリーンに表示する。ユーザーに利用
可能な製品およびサービスは対話型のゲーム、パーソナルアポイントメント(personal ap
pointment)アプリケーションおよび他のユーティリティプログラムを含んでいてもよい。
ユーザーは、関連した価格を備えた製品をカタログから選ぶことができ、ステップ３０６
に示されるように、選択は無線装置１０６によって受信される。無線装置１０６は、ステ
ップ３０８に示されるように、データチャネルを介して、エンドユーザーの選択およびダ
ウンロード要求を通信事業者２１２に送信し、通信事業者２１２は、その選択を、ユーザ
ーおよびアプリケーションダウンロード情報とともにサーバー１１２に送る。通信事業者
１１２は、ユーザ固有の情報を保持することに非常に敏感なので、ステップ３１０に示さ
れるように、ハンドセット１０６はまた通常最小限のユーザ情報を通信事業者２１２を介
してサーバ１１２に送る。サーバー１１２は選択された製品を検索しユーザーの無線装置
１０６に発送する。ステップ３１２で示されるように、エンドユーザーの無線装置１０６
が製品を受信すると、エンドユーザーの無線装置１０６はエンドユーザーの製品を活性化
する。他の実施形態において、アプリケーションまたはサービスダウンロード時の代わり
に、ステップ３１２の後にダウンロードアクノレジメントが送信されることができること
に留意する必要がある。
　【００１９】
　図４は、サーバー１１２上で実行される仮想市場自動契約プロセス４００の一実施形態
を図解する。サーバー１１２は、ステップ４０２に示されるように、ユーザー情報および
ダウンロード要求とともに、ユーザ選択を通信事業者２１２（または無線装置)から受信
し、ステップ４０４に示されるように、ユーザが付加価値サービスの契約者かどうか、す
なわち、アプリケーションダウンロードまたはインタラクティブサービスの契約者かどう
か確かめることができる。しかし、アプリケーションまたはサービスの契約が無線装置の
エンドユーザーにより再開されることができるなら、このチェックを実行する必要はない
。また、該契約はダウンロードアクノレジメントの一部であり得る。例えば、該ダウンロ
ードは、３０日間のアプリケーションの使用という１回限りの購入であってもよいし、ま
たは月ぎめの契約であってもよく、エンドユーザーは、使用ごとの支払いまたは月ぎめの
契約のオプションを持つことができる。ユーザーが月ぎめの無線サービス契約者であると
確認されると、サーバー１１２はステップ４０６に示されるように要求を記録し、ステッ
プ４０８で示されるように製品を検索する。製品を検索した後に、ステップ４１０に示さ
れるように、サーバー１１２は、通信事業者ネットワークを介して製品を無線装置１０６
に送信する。
　【００２０】
　そのように具現化されるなら、ユーザーが月ぎめの契約者でないなら、サーバー１１２
は、判断４１２において生じるように、受信したユーザー情報をチェックし、ユーザーが
無線通信事業者の認証された契約者であるかどうかを確認することができる。反対に、サ
ーバー１１２は、プリペイド式の無線装置、または特定の通信事業者のサービスに契約し
ていない他の装置によってコンタクトされることができる。その場合、支払いの他の方法
についてエンドユーザーと打ち合わせることができる。あるいは、この時点において、ユ
ーザーがサービスの、認証された、通信事業者のユーザーであることを認証するために、
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通信事業者２１２の認証サービスに対するユーザ認証チェックを、サーバー１１２から行
うことができる。ユーザーは無線サービス契約者であり、いまのところは、付加価値サー
ビス契約者でないかもしれない。これは、利用回数制(pay per use)の状況であろう。無
線装置１０６が無線サービス契約者であるなら、サーバー１１２はその無線契約者の情報
と、その契約者のために設定された口座を有する。ステップ４１４に示されるように、サ
ーバー１１２は要求を記録し、ステップ４１６で示されるように、１回限りの課金可能な
イベントを発生する。また、サーバー１１２は月ぎめの課金記録を発生することができ（
ステップ４１８）、課金記録を通信事業者２１２に送信することができる（ステップ４２
０）。課金可能なイベントが記録されなかった、またはダウンロードが成功したことが確
認されたことに基づいてステップ４２２において口座が作られたので、ステップ４１４、
４１６、４１８、４２０は、ステップ４１０まで発生しなくてもよいことに留意しなけれ
ばならない。あるいは、サーバー１１２はネットワーク上の他の装置に、ダウンロードさ
れたアプリケーションの課金記録を作成させるためにデータを送信することができる。利
用回数制付加価値契約の場合、課金記録は、ダウンロードされたアプリケーションまたは
他の契約イベント毎に発生される。課金プロセス（プリペイ(pre-pay)のみ）が処理され
た後、サーバー１１２はステップ４０８に進み製品を検索し、ステップ４１０においてそ
れをユーザーに送信する。後払いイベント(post pay events)の場合、ダウンロードを開
始し、ダウンロードイベントが記録され、エンドユーザーが装置上にアプリケーションを
有した後で課金が処理される。
　【００２１】
　他の実施形態において、システムはまた、ユーザーがプリペイド無線電話を使用してい
るとき、すなわち、ユーザーが月ぎめの無線サービス契約者ではない状況にも対処する。
無線電話装置はプリペイド装置であり得る。ここにおいて、ユーザーは、無線通信サービ
スを前もって購入することができる。さらに、アプリケーションダウンロードサーバーは
、第１に、アプリケーションダウンロードを認証し、第２に顧客口座に請求するために、
通信事業者が提供するプリペイサービスに電話をかけることができる。従って、プリペイ
消費者は、契約に基づいたアプリケーションをダウンロードすることができない。購入さ
れたサービスの金額は、無線装置自体に記憶してもよいし、または、無線装置に挿入可能
なカードに記憶してもよい。ユーザーが無線電話をかけるごとにこの金額が差し引かれる
。金額を使い果たしたとき、ユーザーが補充するかまたは新しいプリペイドカードを購入
しない限り、無線装置はもはや電話をかけることができない。
　【００２２】
　既存の契約口座を持たない無線装置契約者がダウンロードのために製品を選択するとき
、サーバー１１２は、ステップ４２２に示すようにこのユーザーのために自動的に口座を
作成することができ、あたかも月ぎめの契約者であるかのように同様に続行することがで
きる。使用記録がサーバー１１２に存在する場合にのみ、そのようなステップは不必要で
ある。もしそのように具現化されれば、ステップ４１８で示されるように課金記録が発生
され、ステップ４０８で示されるようにユーザに送られる前に、ステップ４２０で示され
るように、課金記録が発生され、ステップ４１０で示されるように通信事業者に送信され
る。通信事業者２１２は、ユーザーのプリペイド金額から、製品に対する課金記録からの
金額を差し引いてもよい。
　【００２３】
　ステップ４０６またはステップ４１４に示されるように要求を記録するとき、サーバー
１１２は、ユーザー情報から商品の購買層情報を抽出することができ、それを製品情報と
一緒に記録することができる。商品の購買層情報を得る１つの方法は、顧客および購買傾
向についての詳細な情報を得るために契約者ＩＤ(ＳＩＤ）を用いることである。商品の
購買層情報は製品の開発者に提供されてもよく、それにより製品のユーザについてアイデ
アを有してもよい。また、商品の購買層情報は通信事業者に提供され、通信事業者が類似
の製品またはサービスを契約する傾向があるユーザについてのより良い実態を持つことが
出来るようにしてもよい。
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　【００２４】
　図５は、削除プロセス５００の使用により、製品の稼働中の契約を終了するエンドユー
ザープロセスを図解する。エンドユーザーは、ステップ５０２で示されるように、無線装
置１０６上に表示された稼働中のアプリケーションから製品を選ぶことができる。無線装
置１０６は２以上のカタログを表示することができる。すなわち、すべての製品のための
カタログと、ユーザーが関連する個人またはグループに向けられた製品のためのカタログ
である。ステップ５０４で示されるように、無線装置１０６は選択を受信し、ステップ５
０６で示されるように、削除要求を、製品およびユーザー情報とともにサーバー１１２に
送信する。あるいは、アプリケーションが無線装置１０６上に単独で常駐するなら、アプ
リケーションを削除し、契約解除するためにカタログを閲覧する必要はない。ユーザーは
、装置上のアプリケーションを削除するためにアプリケーションマネージャを利用するこ
とができ、削除イベントは、キューイングされ、次のデータ呼でサーバー１１２に送信さ
れる。
　【００２５】
　図６は、特定の付加価値が付けられた契約者に関する製品に対してユーザが契約を終了
するためのサーバープロセス６００を図解する。ステップ６０２において、サーバ１１２
、すなわち、アプリケーションダウンロードサーバーまたはトランザクションサーバがス
テップ６０２において、削除要求および関連情報を受信すると、サーバー１１２は、ステ
ップ６０４に示されるように、ＳＩＤ情報のようなユーザーレコードを検索し、ステップ
６０６で示されるように、アクティブな契約製品のリストから製品を除去することにより
ユーザー記録を更新する。該要求は、エンドユーザーが契約を有する常駐アプリケーショ
ンの単純な削除であり得、フラッグまたは他の通知手段が該削除の通知のためにサーバー
１１２に送信されることができる。
　【００２６】
　システムは従って柔軟な契約プランを支援することができる。ユーザは、ユーザが１ヶ
月あたりの固定価格を支払い、無線装置契約者がカタログ内に記載されているすべての製
品をアクセスすることができる定額料金サービスプランを契約してもよい。また、エンド
ユーザーは、月ぎめの契約料金が、いくつの製品を、またはどの製品をユーザが契約した
かに依存する、調節可能な価格のサービスプランに契約してもよい。また、ユーザーは、
特定の使用回数に対する１回限りの定額料金に基づいてアプリケーションを購入してもよ
い。システムは、どんな方法が提供されても、その契約に対して自動的に課金するであろ
う。
　【００２７】
　図７は、通信事業者サーバ上のプロセスであり得る、毎月のインボイス(invoice)プロ
セスを示す。そのように具現化されるなら、サーバー１１２は、月決めのアプリケーショ
ンおよびサービス契約者に対するインボイスまたは他の課金情報を毎月定期的に発生する
ことができ、該インボイスまたは他の課金情報を無線装置サービス契約者の通信事業者２
１２に送信することができる。サーバー１１２は、ステップ７０２に示されるように、契
約者記録を検索し、ステップ７０４に示されるようにこれらの無線サービス契約者に対し
て課金記録を発生する。顧客は、契約サービスまたは１回限りの購入である製品を利用し
てもよい。サーバー１１２は、複数の通信事業者および異なる通信事業者を有した契約者
をサポートしてもよいので、ステップ７０６に示されるように課金記録が分離され、通信
事業者の特定のタグが付けられた識別子に基づいて通信事業者に送信される。
　【００２８】
　図８は、開発者２０２、契約課金システム８０２、通信事業者２１２および無線装置２
１０のエンドユーザー間の金銭上の関係を図解する関係マップ８００である。契約課金シ
ステム８０２は２以上の通信事業者２１２をサポートしてもよく、通信事業者ごとに別々
にインボイスを発生してもよい。発生されたインボイスは、開発者２０２が見るのに利用
可能である。各通信事業者２１２は、製品カタログから製品またはサービスを契約したま
たは使用した個々のユーザーに請求書を送信し、各ユーザー２１０からの支払いを受け取
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る。通信事業者２１２は、インボイスを課金システム８０２に支払い、課金システム８０
２は、開発者２０２に支払う。
　【００２９】
　該関係８００はこの発明の利点を示す。開発者２０２にとっては、この発明は、製品の
マーケティングを容易にし、個々のバイヤーと取り引きする厄介さ、または、それらの製
品を扱う発行元を捜すという厄介さを取り除く。通信事業者２１２にとっては、エンドユ
ーザー２１０に利用可能なより多くの製品を作る方法を提供し、従って、多数のソフトウ
エア開発者を雇う必要なしに、より多くの利益を発生する新しい手段を提供する。ユーザ
ー２１０にとっては、この発明はより多くのアプリケーションをユーザー２１０が利用可
能にし、ページャー、パーソナルデジタルアシスタンツ（ＰＤＡ）あるいはゲーム装置な
どのような複数の電子機器をユーザが持ち運ぶ必要性を無くすかもしれない。
　【００３０】
　図９は、課金記録９００の例示実施形態を図解する。課金記録９００はサーバ１１２内
の課金データベース内に維持され、ユーザー識別９０２、通信事業者識別９０４、契約プ
ラン識別９０６、インボイス９０８（これは、レート(rated)価格情報、開発者の料金、
およびリスト価格情報を含むことができる)、および使用法の情報９１０を有する。課金
記録は課金サーバ１１２によって生成され、各通信事業者２１２に送られる。次に、通信
事業者２１２は、レート価格に対してユーザーに課金する。通信事業者２１２は、無線装
置契約者に課金する前にインボイス価額を調整してもよい。
　【００３１】
　図１０はこの発明の一実施形態に従う製品記録１０００を図解する。製品記録１０００
は、開発者が見るためにアクセス可能である。開発者が入手できない通信事業者の機密情
報が課金記録にあるので、課金記録のサブセットのみが開発者にアクセス可能であること
に留意する必要がある。製品記録１０００は、課金サーバ１１２内の製品データベース内
に保持され、開発者識別フィールド１００２、製品識別フィールド１００４、（リスト価
格のような）契約使用情報フィールド１００６、利用回数制(pay-per-use)使用情報フィ
ールド１００８および１つ以上のユーザー情報フィールド１０１０を有する。契約使用フ
ィールド１００６は、何人の付加価値契約者(value-added subscribers) が月ベース(mon
thly basis)でこの製品を契約したかを記載することができる。利用回数制使用フィール
ド１００８は、何人の特定の付加価値契約者が利用回数制に基づいてこの製品を契約した
かを記録することができる。ユーザー情報フィールド１０１０は、受信したユーザー情報
から抽出された商品の購買層データ(demographical data)を記載してもよい。使用記録(u
sage record)は、また契約者ｉｄ、タイムスタンプ、部品番号、部品名、イベントタイプ
（すなわち、ダウンロードまたは削除）、アプリケーションリスト価格、アプリケーショ
ン開発者料金、アプリケーションライセンス情報などのような情報も含むことができる。
　【００３２】
　図１１は、サーバ１１２上で実施することができるような課金サーバーのコンポーネン
トの一実施形態を図解する。サーバ１１２は、インボイス発生器１１０２、契約記録装置
１１０４、開発者インターフェース１１０６、コントローラー１１０８、製品データベー
ス１１１０、カタログライブラリ１１１２、開発者口座マネージャー１１１４、通信事業
者インターフェース１１１６および課金データベース１１１８を有する。インボイス発生
器１１０２は、インボイスを通信事業者に発生する。契約記録装置１１０４は、ユーザー
選択を記録する。開発者インターフェース１１０６は、開発者から製品の付託(product s
ubmissions)を受け取り、契約情報を見るために開発者にアクセスする。製品データベー
ス１１１０は、提出されたすべての製品を記憶する。カタログライブラリ１１１２は、異
なる通信事業者およびハードウェアプラットフォームのために考案されたすべてのカタロ
グを記憶する。開発者口座マネージャー１１１４は契約情報または他のデータを開発者に
供給し、開発者に支払う。通信事業者インターフェース１１１６は、通信事業者とインタ
ーフェースする。課金データベース１１１８は、すべてのユーザーのための課金記録を記
録する。コントローラー１１０８は、サーバ１１２の動作を監視する。他の実施形態にお
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いて、アプリケーションダウンロードサーバーあるいはトランザクションマネージャーは
通信事業者インボイスを発生し、通信事業者課金システムは、顧客インボイスを発生する
。従って、トランザクションマネージャーは、アクティブな契約を管理し、通信事業者課
金システムに出力(get exported)された契約課金イベントを月ごとに発生し、トランザク
ションマネージャーは、開発者への支払いの調整に関して開発者２０２のための課金サー
ビスをサポートすることができるが、この概略使用情報は、ＳＩＤ等のような通信事業者
の機密使用情報を含まない。
　【００３３】
　開発者は、開発者識別番号を入力することにより開発者インターフェース１１０６によ
り操作されるインターフェース２０４を介してサーバー１１２にアクセスすることができ
る。サーバー１１２は各開発者に識別番号とパスワードを割り当てる。識別番号とパスワ
ードを入力した後に、課金サーバー１１２は、開発者が、開発者識別番号に関連した少な
くとも課金サポートサービスをアクセス可能にする。
　【００３４】
　従って、複数のパーティーをサポートするエンド・ツー・エンド課金システム８０２を
供給する方法をシステムがもたらすことが理解できる。ここにおいて、契約課金システム
８０２は、種々の通信事業者を介して複数の開発者および多数のエンドユーザーをサポー
トする。システムは、契約を生じるイベントおよび契約を終了するイベントのみを見るエ
ンドユーザーにはトランスペアレントである。システムは、これらのイベント間の課金を
処理する。課金システム８０２は、各開発者のための個々の口座を開設する。ここにおい
て、各開発者により開発された製品は自分の口座に記入される。契約課金システム８０２
はまた、各エンドユーザーを通信事業者と関連づけることができ、各エンドユーザーのサ
ービスプランを記録する。システムは、また、製品要求を記録し、要求された製品をエン
ドユーザーに配信し、１回使用するごとに一人ひとりに、または契約に基づいて月ごとに
、インボイスを発生することができる。そのように具現化されるなら、各通信事業者から
集められた支払い金は記録され、集められた支払い金の妥当な一部が、エンドユーザによ
って製品が使用されたまたは契約された開発者に分配される。
　【００３５】
　サーバー１１２のようなコンピューティング装置のコンピュータープラットフォーム上
で実行可能な方法を考慮して、この発明はコンピューター読み取り可能媒体に常駐するプ
ログラムを含む。ここにおいて、プログラムは、サーバー、またはコンピュータープラッ
トフォームを持つ他のコンピューティング装置にこの方法のステップを実行するように命
令する。コンピューター読み取り可能媒体はサーバー１１２のメモリであることができ、
または結合することができるデータベース内に存在することができる。さらに、コンピュ
ーター読み取り可能媒体は、無線装置コンピュータプラットフォーム上にロードすること
ができる、磁気ディスクまたは磁気テープ、光ディスク、ハードディスク、フラッシュメ
モリ、または技術的に知られている他の記憶媒体のような二次記憶媒体中に存在すること
ができる。
　【００３６】
　図３乃至図７のコンテキストにおいて、該方法は、例えば、サーバー１１２のような機
械読み取り可能命令のシーケンスを実行するために無線ネットワークの操作部(operating
 portions)（複数の場合もある)により実施されてもよい。命令は、種々のタイプの信号
を保持するまたはデータを記憶する、一次、二次、または三次の媒体に存在することがで
きる。媒体は例えば、無線ネットワークのコンポーネントによってアクセス可能な、また
はコンポーネント内に存在するＲＡＭ（図示せず)を含んでいてもよい。ＲＡＭ、ディス
ケット、または他の二次記憶媒体に含まれていようとなかろうと、命令は、ＤＡＳＤ記憶
装置（例えば、一般的な「ハードドライブ」またはＲＡＩＤアレイ)、磁気テープ、電子
リードオンリメモリ(例えばＲＯＭ、ＥＰＲＯＭまたはＥＥＰＲＯＭ)、フラッシュメモリ
カード、光学記憶装置（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＷＯＲＭ、ＤＶＤ、デジタル光学テープ
)、紙「パンチ」カード、または、デジタルおよびアナログ送信媒体を含む他の適切なデ



(15) JP 2006-520173 A5 2009.10.15

ータ記憶媒体のような様々な機械読み取り可能データ記憶媒体上に記憶されてもよい。
　【００３７】
　この発明は特に好適実施形態を参照して図示され記載されたけれども、以下のクレーム
に記載したこの発明の精神と範囲に逸脱することなく、種々の形態と詳細の変更を行って
もよいことは、当業者により理解されるであろう。更に、この発明のエレメントは、単数
として記載されまたはクレームしてもよいけれども、単数への限定が明白に述べられない
限り、複数が意図される。
【図面の簡単な説明】
　【００３８】
　　【図１】図１は、自動契約システムをサポートする電気通信システムの一実施形態を
描くシステム図である。
　　【図２】図２は、第三者開発者、ネットワーク通信事業者、および無線装置間のイン
ターフェースアーキテクチャの一実施形態を図解するブロック図である。
　　【図３】図３はエンドユーザーアプリケーションまたはサービス契約プロセスを図解
するフローチャートである。
　　【図４】図４は、第三者アプリケーションサーバー上の契約プロセスを図解するフロ
ーチャートである。
　　【図５】図５は、エンドユーザーの契約終了プロセスを図解するフローチャートであ
る。
　　【図６】図６は、第三者のコンピューター装置上の削除プロセスを図解するフローチ
ャートである。
　　【図７】図７は、通信事業者ネットワークの無線契約者の月ぎめの請求プロセスを図
解するフローチャートである。
　　【図８】図８は、無線ネットワーク通信事業者のエンドユーザーに供給される、第三
者アプリケーションおよびサービスのための複数の当事者間の決済(multi-party settlem
ent)を図解する図である。
　　【図９】図９は、システムの一実施形態に従う請求記録の実例である。
　　【図１０】図１０は、システムの一実施形態に従う製品（アプリケーションまたはサ
ービス）記録の実例である。
　　【図１１】図１１は課金サーバーの例示実施形態である。
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